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和歌山市地域汚水処理施設条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和７年１２月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第８３号     

和歌山市地域汚水処理施設条例施行規則の一部を改正する規則 

和歌山市地域汚水処理施設条例施行規則（平成１９年規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

第５条を次のように改める。 

 （排水設備の工事に関し技能を有する者） 

第５条 和歌山市下水道条例（昭和５９年条例第１７号）第７条第１項本文に規定する排水設備等指

定工事店は、条例第７条第１項本文に規定する市長が排水設備の工事に関し技能を有する者として

指定した者とみなす。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

（令和７年１２月２４日掲示済）  
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学校教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則及び和歌山市職員給与条例施行規則の一部を

改正する規則を公布する。 

  令和７年１２月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第８４号 

学校教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則及び和歌山市職員給与条例施行規 

則の一部を改正する規則 

 （学校教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正） 

第１条 学校教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則（昭和５０年規則第７１号）の一部を

次のように改正する。 

第３条第１項中「応じて」を「応じ、また、当該教育職員の校務類型に係る業務の困難性その他

の事情を考慮して」に改め、同項第４号中「。以下この号において「任期付職員条例」という。」

を削る。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

等級 

号給 

１級 ２級 ３級 

  円 円 円 

１ １，３００ １，４００ ３，４００ 

２ １，３００ １，４００ ３，４００ 

３ １，３００ １，４００ ３，４００ 

４ １，３００ １，４００ ３，４００ 

５ １，３００ １，６００ ３，５００ 

６ １，３００ １，６００ ３，５００ 

７ １，３００ １，６００ ３，５００ 

８ １，３００ １，６００ ３，５００ 

９ １，４００ １，７００ ３，６００ 

１０ １，４００ １，７００ ３，６００ 

１１ １，４００ １，７００ ３，６００ 

１２ １，４００ １，７００ ３，６００ 

１３ １，５００ １，７００ ３，８００ 

１４ １，５００ １，７００ ３，８００ 

１５ １，５００ １，７００ ３，８００ 

１６ １，５００ １，７００ ３，８００ 
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１７ １，６００ １，８００ ３，８００ 

１８ １，６００ １，８００ ３，８００ 

１９ １，６００ １，８００ ３，８００ 

２０ １，６００ １，８００ ３，８００ 

２１ １，７００ １，９００ ４，０００ 

２２ １，７００ １，９００ ４，０００ 

２３ １，７００ １，９００ ４，０００ 

２４ １，７００ １，９００ ４，０００ 

２５ １，８００ ２，０００ ４，１００ 

２６ １，８００ ２，０００ ４，１００ 

２７ １，８００ ２，０００ ４，１００ 

２８ １，８００ ２，０００ ４，１００ 

２９ １，９００ ２，１００ ４，１００ 

３０ １，９００ ２，１００ ４，１００ 

３１ １，９００ ２，１００ ４，１００ 

３２ １，９００ ２，１００ ４，１００ 

３３ １，９００ ２，２００ ４，２００ 

３４ １，９００ ２，２００ ４，２００ 

３５ １，９００ ２，２００ ４，２００ 

３６ １，９００ ２，２００ ４，２００ 

３７ ２，０００ ２，３００ ４，４００ 

３８ ２，０００ ２，３００ ４，４００ 

３９ ２，０００ ２，３００ ４，４００ 

４０ ２，０００ ２，３００ ４，４００ 

４１ ２，２００ ２，４００ ４，４００ 

４２ ２，２００ ２，４００ ４，４００ 

４３ ２，２００ ２，４００ ４，４００ 

４４ ２，２００ ２，４００ ４，４００ 

４５ ２，２００ ２，６００ ４，６００ 

４６ ２，２００ ２，６００ ４，６００ 



           和歌山市公報（第１８１４号）  令和８年（２０２６年）１月５日 

 

－6－ 

    

４７ ２，２００ ２，６００ ４，６００ 

４８ ２，２００ ２，６００ ４，６００ 

４９ ２，３００ ２，６００ ４，７００ 

５０ ２，３００ ２，６００ ４，７００ 

５１ ２，３００ ２，６００ ４，７００ 

５２ ２，３００ ２，６００ ４，７００ 

５３ ２，４００ ２，８００ ４，７００ 

５４ ２，４００ ２，８００ ４，７００ 

５５ ２，４００ ２，８００ ４，７００ 

５６ ２，４００ ２，８００ ４，７００ 

５７ ２，４００ ３，０００ ４，８００ 

５８ ２，４００ ３，０００ ４，８００ 

５９ ２，４００ ３，０００ ４，８００ 

６０ ２，４００ ３，０００ ４，８００ 

６１ ２，５００ ３，２００ ４，９００ 

６２ ２，５００ ３，２００ ４，９００ 

６３ ２，５００ ３，２００ ４，９００ 

６４ ２，５００ ３，２００ ４，９００ 

６５ ２，６００ ３，３００ ５，０００ 

６６ ２，６００ ３，３００ ５，０００ 

６７ ２，６００ ３，３００ ５，０００ 

６８ ２，６００ ３，３００ ５，０００ 

６９ ２，６００ ３，４００ ５，１００ 

７０ ２，６００ ３，４００ ５，１００ 

７１ ２，６００ ３，４００ ５，１００ 

７２ ２，６００ ３，４００ ５，１００ 

７３ ２，７００ ３，５００ ５，１００ 

７４ ２，７００ ３，５００ ５，１００ 

７５ ２，７００ ３，５００ ５，１００ 

７６ ２，７００ ３，５００ ５，１００ 
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７７ ２，８００ ３，７００ ５，２００ 

７８ ２，８００ ３，７００ ５，２００ 

７９ ２，８００ ３，７００ ５，２００ 

８０ ２，８００ ３，７００ ５，２００ 

８１ ２，８００ ３，８００ ５，２００ 

８２ ２，８００ ３，８００  

８３ ２，８００ ３，８００  

８４ ２，８００ ３，８００  

８５ ２，８００ ３，８００  

８６ ２，８００ ３，８００  

８７ ２，８００ ３，８００  

８８ ２，８００ ３，８００  

８９ ２，９００ ３，９００  

９０ ２，９００ ３，９００  

９１ ２，９００ ３，９００  

９２ ２，９００ ３，９００  

９３ ３，０００ ４，０００  

９４ ３，０００ ４，０００  

９５ ３，０００ ４，０００  

９６ ３，０００ ４，０００  

９７ ３，１００ ４，１００  

９８ ３，１００ ４，１００  

９９ ３，１００ ４，１００  

１００ ３，１００ ４，１００  

１０１ ３，１００ ４，２００  

１０２ ３，１００ ４，２００  

１０３ ３，１００ ４，２００  

１０４ ３，１００ ４，２００  

１０５ ３，２００ ４，３００  

１０６ ３，２００ ４，３００  
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１０７ ３，２００ ４，３００  

１０８ ３，２００ ４，３００  

１０９ ３，２００ ４，４００  

１１０ ３，２００ ４，４００  

１１１ ３，２００ ４，４００  

１１２ ３，２００ ４，４００  

１１３ ３，２００ ４，４００  

１１４ ３，２００ ４，４００  

１１５ ３，２００ ４，４００  

１１６ ３，２００ ４，４００  

１１７ ３，３００ ４，５００  

１１８ ３，３００ ４，５００  

１１９ ３，３００ ４，５００  

１２０ ３，３００ ４，５００  

１２１ ３，３００ ４，６００  

１２２ ３，３００ ４，６００  

１２３ ３，３００ ４，６００  

１２４ ３，３００ ４，６００  

１２５ ３，３００ ４，７００  

１２６  ４，７００  

１２７  ４，７００  

１２８  ４，７００  

１２９  ４，７００  

１３０  ４，７００  

１３１  ４，７００  

１３２  ４，７００  

１３３  ４，７００  

１３４  ４，７００  

１３５  ４，７００  

１３６  ４，７００  
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１３７  ４，７００  

１３８  ４，７００  

１３９  ４，７００  

１４０  ４，７００  

１４１  ４，７００  

１４２  ４，７００  

１４３  ４，７００  

１４４  ４，７００  

１４５  ４，８００  

１４６  ４，８００  

１４７  ４，８００  

１４８  ４，８００  

１４９  ４，９００  

１５０  ４，９００  

１５１  ４，９００  

１５２  ４，９００  

１５３  ４，９００  

１５４  ４，９００  

１５５  ４，９００  

１５６  ４，９００  

１５７  ４，９００  

  備考 この表の適用を受ける職員のうち、学級を担任する業務に従事するものには、この表の額

に３，０００円をそれぞれ加算する。 

別表第２（第３条関係） 

等級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 

  円 円 円 円 

１ １，３００ １，７００ ４，０００ ５，１００ 

２ １，３００ １，７００ ４，０００ ５，１００ 

３ １，３００ １，７００ ４，０００ ５，１００ 

４ １，３００ １，７００ ４，０００ ５，１００ 
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５ １，３００ １，８００ ４，１００ ５，２００ 

６ １，３００ １，８００ ４，１００ ５，２００ 

７ １，３００ １，８００ ４，１００ ５，２００ 

８ １，３００ １，８００ ４，１００ ５，２００ 

９ １，４００ １，９００ ４，１００ ５，３００ 

１０ １，４００ １，９００ ４，１００ ５，３００ 

１１ １，４００ １，９００ ４，１００ ５，３００ 

１２ １，４００ １，９００ ４，１００ ５，３００ 

１３ １，５００ ２，０００ ４，２００ ５，４００ 

１４ １，５００ ２，０００ ４，２００ ５，４００ 

１５ １，５００ ２，０００ ４，２００ ５，４００ 

１６ １，５００ ２，０００ ４，２００ ５，４００ 

１７ １，６００ ２，１００ ４，４００ ５，５００ 

１８ １，６００ ２，１００ ４，４００ ５，５００ 

１９ １，６００ ２，１００ ４，４００ ５，５００ 

２０ １，６００ ２，１００ ４，４００ ５，５００ 

２１ １，７００ ２，２００ ４，４００ ５，６００ 

２２ １，７００ ２，２００ ４，４００  

２３ １，７００ ２，２００ ４，４００  

２４ １，７００ ２，２００ ４，４００  

２５ １，８００ ２，３００ ４，６００  

２６ １，８００ ２，３００ ４，６００  

２７ １，８００ ２，３００ ４，６００  

２８ １，８００ ２，３００ ４，６００  

２９ １，９００ ２，４００ ４，７００  

３０ １，９００ ２，４００ ４，７００  

３１ １，９００ ２，４００ ４，７００  

３２ １，９００ ２，４００ ４，７００  

３３ １，９００ ２，６００ ４，７００  

３４ １，９００ ２，６００ ４，７００  

３５ １，９００ ２，６００ ４，７００  
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３６ １，９００ ２，６００ ４，７００  

３７ ２，０００ ２，６００ ４，８００  

３８ ２，０００ ２，６００ ４，８００  

３９ ２，０００ ２，６００ ４，８００   

４０ ２，０００ ２，６００ ４，８００   

４１ ２，２００ ２，８００ ４，９００   

４２ ２，２００ ２，８００ ４，９００   

４３ ２，２００ ２，８００ ４，９００   

４４ ２，２００ ２，８００ ４，９００   

４５ ２，２００ ３，０００ ５，０００   

４６ ２，２００ ３，０００ ５，０００   

４７ ２，２００ ３，０００ ５，０００   

４８ ２，２００ ３，０００ ５，０００   

４９ ２，３００ ３，２００ ５，１００   

５０ ２，３００ ３，２００ ５，１００   

５１ ２，３００ ３，２００ ５，１００   

５２ ２，３００ ３，２００ ５，１００   

５３ ２，４００ ３，３００ ５，１００   

５４ ２，４００ ３，３００ ５，１００   

５５ ２，４００ ３，３００ ５，１００   

５６ ２，４００ ３，３００ ５，１００   

５７ ２，４００ ３，４００ ５，２００   

５８ ２，４００ ３，４００ ５，２００   

５９ ２，４００ ３，４００ ５，２００   

６０ ２，４００ ３，４００ ５，２００   

６１ ２，５００ ３，５００ ５，２００   

６２ ２，５００ ３，５００    

６３ ２，５００ ３，５００    

６４ ２，５００ ３，５００    

６５ ２，６００ ３，７００    

６６ ２，６００ ３，７００    
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６７ ２，６００ ３，７００    

６８ ２，６００ ３，７００    

６９ ２，６００ ３，８００    

７０ ２，６００ ３，８００    

７１ ２，６００ ３，８００    

７２ ２，６００ ３，８００    

７３ ２，７００ ３，８００    

７４ ２，７００ ３，８００    

７５ ２，７００ ３，８００    

７６ ２，７００ ３，８００    

７７ ２，８００ ３，９００    

７８ ２，８００ ３，９００   

７９ ２，８００ ３，９００   

８０ ２，８００ ３，９００   

８１ ２，８００ ４，０００   

８２ ２，８００ ４，０００   

８３ ２，８００ ４，０００   

８４ ２，８００ ４，０００   

８５ ２，８００ ４，１００   

８６ ２，８００ ４，１００   

８７ ２，８００ ４，１００   

８８ ２，８００ ４，１００   

８９ ２，９００ ４，２００   

９０ ２，９００ ４，２００   

９１ ２，９００ ４，２００   

９２ ２，９００ ４，２００   

９３ ３，０００ ４，３００   

９４ ３，０００ ４，３００   

９５ ３，０００ ４，３００   

９６ ３，０００ ４，３００   

９７ ３，１００ ４，４００   
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９８ ３，１００ ４，４００   

９９ ３，１００ ４，４００   

１００ ３，１００ ４，４００   

１０１ ３，１００ ４，４００   

１０２ ３，１００ ４，４００   

１０３ ３，１００ ４，４００   

１０４ ３，１００ ４，４００   

１０５ ３，２００ ４，５００   

１０６ ３，２００ ４，５００   

１０７ ３，２００ ４，５００   

１０８ ３，２００ ４，５００   

１０９ ３，２００ ４，６００   

１１０ ３，２００ ４，６００   

１１１ ３，２００ ４，６００   

１１２ ３，２００ ４，６００   

１１３ ３，２００ ４，７００   

１１４ ３，２００ ４，７００   

１１５ ３，２００ ４，７００   

１１６ ３，２００ ４，７００   

１１７ ３，３００ ４，７００   

１１８ ３，３００ ４，７００   

１１９ ３，３００ ４，７００   

１２０ ３，３００ ４，７００   

１２１ ３，３００ ４，７００   

１２２ ３，３００ ４，７００   

１２３ ３，３００ ４，７００   

１２４ ３，３００ ４，７００   

１２５ ３，３００ ４，７００   

１２６ ３，３００ ４，７００   

１２７ ３，３００ ４，７００   

１２８ ３，３００ ４，７００   
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１２９ ３，４００ ４，７００   

１３０ ３，４００ ４，７００   

１３１ ３，４００ ４，７００   

１３２ ３，４００ ４，７００   

１３３ ３，４００ ４，８００   

１３４ ３，４００ ４，８００   

１３５ ３，４００ ４，８００   

１３６ ３，４００ ４，８００   

１３７ ３，４００ ４，９００   

１３８ ３，４００ ４，９００   

１３９ ３，４００ ４，９００   

１４０ ３，４００ ４，９００   

１４１ ３，５００ ４，９００   

１４２ ３，５００ ４，９００   

１４３ ３，５００ ４，９００   

１４４ ３，５００ ４，９００   

１４５ ３，５００ ４，９００   

１４６ ３，５００    

１４７ ３，５００    

１４８ ３，５００    

１４９ ３，５００    

１５０ ３，５００    

１５１ ３，５００    

１５２ ３，５００    

１５３ ３，５００    

  備考 この表の適用を受ける職員のうち、学級を担任する業務に従事するものには、この表の額

に３，０００円をそれぞれ加算する。 

 （和歌山市職員給与条例施行規則の一部改正） 

第２条 和歌山市職員給与条例施行規則（昭和２６年規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「規則で定める職員は、教頭」を「その等級が３級である職員で規則で定める職

員は教頭とし、その等級が４級である職員で規則で定める職員は校長」に改める。 

附 則 
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この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

（令和７年１２月２６日掲示済） 
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和歌山市告示第３９１号 

 納税通知書を別紙の者に発送したところ、住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため送達ができない

ので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき納税通知書は、市民税課に保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

令和７年１２月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 送達書類の名称  令和７年度 市民税県民税森林環境税納税通知書 

（別紙省略） 

（令和７年１２月１９日掲示済）
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和歌山市告示第３９２号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和７年１２月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 

令和６年度 後期高齢者医療保険料 

令和７年度 後期高齢者医療保険料 

（別紙省略） 

（令和７年１２月１９日掲示済）  
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和歌山市告示第３９３号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和７年１２月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和７年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和８年１月５日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和７年１２月１９日掲示済） 
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和歌山市告示第３９４号 

 行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治３２年法律第９３号）第９条の規定により次のとおり告示します。 

 お心当たりのある方は、和歌山市福祉事務所生活支援第１課まで申し出てください。 

  令和７年１２月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 本籍及び住所 

  不詳  

２ 氏名、性別、年齢及び職業 

  氏名 不詳、性別 不詳、年齢 不詳、職業 不詳 

３ 体格等 

  不詳 

４ 着衣等 

  不詳 

５ 所持金品等 

  所持金 なし 

  所持品 なし 

６ 死体の発見日時及び場所 

  令和６年１２月３日 午前９時４５分頃 

 和歌山市田中町四丁目１２０番地地中内 

７ 死亡原因 

 不詳 

８ 死亡日時 

  不詳 

９ 死体の処置 

  令和７年８月８日和歌山市斎場で火葬し、遺骨は生活支援第１課にて保管しています。 

（令和７年１２月２２日掲示済） 
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和歌山市告示第３９５号 

 行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治３２年法律第９３号）第９条の規定により次のとおり告示します。 

 お心当たりのある方は、和歌山市福祉事務所生活支援第１課まで申し出てください。 

  令和７年１２月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 本籍及び住所 

  不詳  

２ 氏名、性別、年齢及び職業 

  氏名 不詳、性別 不詳、年齢 不詳、職業 不詳 

３ 体格等 

  不詳 

４ 着衣等 

  不詳 

５ 所持金品等 

  所持金 なし 

  所持品 なし 

６ 死体の発見日時及び場所 

  令和６年１２月３日 午前９時４５分頃 

 和歌山市田中町四丁目１２０番地地中内 

７ 死亡原因 

 不詳 

８ 死亡日時 

  不詳 

９ 死体の処置 

  令和７年８月８日和歌山市斎場で火葬し、遺骨は生活支援第１課にて保管しています。 

（令和７年１２月２２日掲示済）  
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和歌山市告示第３９６号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達がで

きないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 

  令和７年１２月２５日 

                                             和歌山市長 尾 花 正 啓 

年 度 種    別 備      考 

令和６年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和８年１月２６日に変更する 

令和７年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和８年１月２６日に変更する 

令和７年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和８年１月２６日に変更する 

（別紙省略） 

（令和７年１２月２５日掲示済）  
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和歌山市告示第３９７号 

 市県民税森林環境税（普通徴収）督促状、固定資産税・都市計画税督促状及び軽自動車税（種別割）督促状、

事業所税督促状を別紙の者に送付したところ、住所又は居所が明らかでないため送達できないので和歌山市税条

例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により告示する。 

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和７年１２月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓  

（別紙省略） 

（令和７年１２月２６日掲示済） 
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和歌山市告示第３９８号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の規定による特定施設の設置許可の

申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査結果に基づく事前評価に関する事項を

記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  令和７年１２月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 申請の概要 

（１）申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

   本州化学工業株式会社和歌山工場 

   取締役 常務執行役員 工場長 中口 徹 

（２）工場又は事業場の名称及び所在地 

   本州化学工業株式会社 和歌山工場 

   和歌山市小雑賀二丁目５番１１５号 

（３）特定施設の種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第４６号ニに掲げる廃ガス洗浄施設 

（４）特定施設に関する事項 

   新たに特定施設を設置する。別表第１のとおり 

（５）汚水等の処理に関する事項 

   別表第２及び別表第３のとおり 

（６）排出水の汚染状態及び量 

   別表第４及び別表第５のとおり 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１）期間 

   令和７年１２月２６日から令和８年１月１６日まで 

（２）場所 

   和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所６階 和歌山市市民環境局環境部環境政策課 

 

別表第１ 特定施設に関する事項 

区分 新設 新設 

特定施設番号及び名称 第４６号ニ 廃ガス洗浄施設  第４６号ニ 廃ガス洗浄施設 

構造 竪型 竪型 

能力 処理ガス量 60 m3/min 排気量 最大20 m3/min 

１日当たりの使用時間 12時間 連続8時間 

8zika 

無し 

使用の季節的変動の有無 無し 無し 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

項目 
通常 最大 通常 最大 

ｐＨ 

排水なし 排水なし 

6 7 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ）   

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 150 300 

全窒素（ｍｇ／Ｌ）   

全燐（ｍｇ／Ｌ）   

汚水等の１日当たりの量（ｍ３/日） 0.003 0.003 

備考 
洗浄水はドラム缶に抜き取り、産

廃として払出する。 

廃ガス洗浄水は総合廃水処理施設で

処理する。 
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別表第２ 汚水等の処理に関する事項（１） 

区分 既設 既設 

施設名 ｐＨ調整装置 総合排水処理施設 

構造 コンクリート造り コンクリート造り 

主要寸法 12.6ｍ3 有効容積：406ｍ3×2基 

能力 5,000ｍ3/Ｄ 1,300ｍ3/Ｄ 

処理の方式 ｐＨ調整 活性汚泥法 

１日当たりの使用時間 連続24時間 連続24時間 

使用の季節的変動の有無 なし なし 

汚

水

等

の

汚

染

状

態 

区分 

 

項目 

通常 最大 通常 最大 

処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 

ｐＨ 
5.8～

8.6 

6.0～

8.0 

5.8～

8.6 

6.0～

8.0 

6.7～

8.4 

6.0～

8.0 

6.7～

8.4 

6.0～

8.0 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 3 3 10 10 2,000 
30～

40 
3,000 80 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 20 20 20 20 1,859 40 2,294 60 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 30 30 120 120 50 
10～

20 

 

100 30 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 100 <0.5 300 1 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３

） 
561 561 1,800 1,800 419 419 493 493 

 

別表第３ 汚水等の処理に関する事項（２） 

区分 既設 

施設名 ｐＨ調整装置 

構造 コンクリート造り 

主要寸法 18ｍ3 

能力 6,000ｍ3/Ｄ 

処理の方式 ｐＨ調整 

１日当たりの使用時間 連続24時間 

使用の季節的変動の有無 なし 

汚

水

等

の

汚

区分 

 

項目 

通常 最大 

処理前 処理後 処理前 処理後 

ｐＨ 
5.8～

8.6 

6.0～

8.0 

5.8～

8.6 

6.0～

8.0 
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染

状

態 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 
10～

40 

10～

40 
65 65 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 64 64 180 180 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 30 30 50 50 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） <0.5 <0.5 <0.5 1 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 1.2 1.2 1.2 1.2 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.06 0.06 0.06 0.06 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３

） 
1,106 1,106 2,033 2,033 

 

別表第４ 排出水の汚染状態及び量 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

 

 

項目 

既設 既設 

西排水口 北排水口 

通常 最大 通常 最大 

ｐＨ 6.0～8.0 6.0～8.0 6.0～8.0 6.0～8.0 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 10～40 65 3 10 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 64 180 20 20 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 30 50 30 120 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） <0.5 1 <0.5 <0.5 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 1.2 1.2 1.2 1.2 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.06 0.06 0.06 0.06 

排出水の１日当たりの量（ｍ３

） 
1,106 2,033 561 1,800 

備考 排出先：公共下水道 

 

別表第５ 排出水の汚染状態及び量 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

 

 

項目 

既設 

間接冷却水排水口 

通常 最大 

ｐＨ 7.2～7.7 7.2～7.7 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 2.0 5.0 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 2 5 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 7 30 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） <0.5 <0.5 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 1.2 1.2 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.06 0.06 

排出水の１日当たりの量（ｍ３

） 
8,280 9,500 

備考 排出先：和歌川 

 

（令和７年１２月２６日掲示済） 
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和歌山市告示第３９９号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和７年１２月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

 

年度 種別 備考 

令和７年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

令和７年度第７期の納期は、 

令和８年１月５日に変更する。 

令和６年度 介護保険料納入通知書（特別徴収）  

（別紙省略） 

（令和７年１２月２６日掲示済）  
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和歌山市告示第４００号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和７年１２月２６日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓    

年 度 期（月）別 種 別 備 考 

令和７年度 

 

第３期 

第４期 

第５期 

国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和８年１月５日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和７年１２月２６日掲示済）  
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和歌山市告示第４０１号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

により都市計画を変更したので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第１項の規定により

次のとおり告示し、同法同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

令和７年１２月２６日 

 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 都市計画の種類及び名称 

  和歌山都市計画生産緑地地区の変更 

 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  変更する部分 

和歌山市松島字中新田、松江字山下、松江東４丁目 の各一部 

   

  削除する部分 

   和歌山市西浜３丁目 の一部 

 

３ 都市計画の縦覧場所 

 和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課 

（令和７年１２月２６日掲示済）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           和歌山市公報（第１８１４号）  令和８年（２０２６年）１月５日 

 

－29－ 

和歌山市告示第４０２号 

和歌山市放置自動車及び放置船舶の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成５年条例第２４号）第１３

条第１項の規定に基づき、放置自動車を移動し、保管したので、同条第２項の規定により告示する。 

令和７年１２月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置場所、移動し、保管した年月日、自動車の種類等、保管場所の所在地及び保管期間 

放置場所 
移動し、保管し

た年月日 

自動車の種類等 保管場所の所

在地 
保管期間 

車  種 色 

紀の川第３緑地駐車
場内 

令和７年１２月

２４日 

ダイハツ  
ハイゼット 白 

和歌山市和佐
中１１２ 

令和７年１２月２４
日から令和８年３月
２３日まで 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市放置自動車及び放置船舶の発生の防止及び適正な処理に関する条例第１３条第１項に該当したため 

３ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和７年１２月２６日掲示済） 
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和歌山市告示第１号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障害児通所支援事

業者の指定をしたので、同法第２１条の５の２５の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年１月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 指定に係る種類 利用定員 

３０５０１０

１５２０ 

児童発達支援

・放課後等デ

イサービス 

いっぽ 

和歌山市秋月５

１０－１ アレ

ーズ宮 Ｄ号室 

児童発達支援・放

課後等デイサービ

ス 

１０人 

 

事業者の名称 事業者の主たる事務所の所在地 指定年月日 指定の有効期限 

株式会社ディ

ッタサガン 

和歌山市三沢町三丁目３９番地１ 令和８年１月１日 令和１３年１２月

３１日 

 

 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 指定に係る種類 利用定員 

※放課後等デイサ

ービスのみ 

３０５０１０

１５３８ 

モンキークエ

スト 

和歌山市岩橋１

８９－２ 

放課後等デイサー

ビス・保育所等訪

問支援 

１０人 

 

事業者の名称 事業者の主たる事務所の所在地 指定年月日 指定の有効期限 

株式会社真道 和歌山市栗栖６３４－３ 令和８年１月１日 令和１３年１２月

３１日 

 

（令和８年１月５日掲示済） 
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公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年１２月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市有家字ヒサゲ３６８番４の一部、３７

０番１、３７０番２、里道、水路 

和歌山市新中島６３番８ 

大和ハウス工業株式会社和歌山支店 

支配人 金田恵治 

（令和７年１２月２２日掲示済） 

 



           和歌山市公報（第１８１４号）  令和８年（２０２６年）１月５日 

 

－32－ 

公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年１２月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市直川字北出口６７８番８、６８１番、

６８５番、６８６番、６８７番、６８８番 

和歌山市十一番丁１０番地 Ｊａｍビル 

株式会社アクティブマドリード 

代表取締役 依岡善明 

（令和７年１２月２３日掲示済） 
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公告 

 土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第５項の規定によ

り公告する。 

  令和８年１月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

  和歌山市磯の浦字北出ノ庄１番 

  和歌山市磯の浦字北出ノ庄８番 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

 １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人 

４ 筆界案の作成者 

 和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日までの間

）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した者の確認を得

ずに調査を行う。 

（令和８年１月５日掲示済）  

 



           和歌山市公報（第１８１４号）  令和８年（２０２６年）１月５日 

 

－34－ 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定し公告

する。 

令和８年１月５日       

和歌山市長  尾 花 正 啓                              

指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和７年１２月２３日 

和建指第２７８３号 

和歌山市津秦字稲城２０７

番２一部、２０８番１一

部、２０８番３  

寺本興産 株式会社 

代表取締役 寺本 吉孝 

和歌山市黒田一丁目３番２

５号 

６．００ｍ × ５１．７８ｍ 

 

 

 ５１．７８ｍ 

（令和８年１月５日掲示済） 

 

 

 

                       

 



           和歌山市公報（第１８１４号）  令和８年（２０２６年）１月５日 

 

－35－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第５８号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和７年１２月２４日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

１ 日時 令和８年１月５日（月）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１） 選挙人名簿から抹消するについて 

（２） 在外選挙人名簿から抹消するについて 

（３） 選挙人名簿の定時登録日の変更について 

（４） 令和７年における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表について 

（５） 令和７年における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表について 

 

                            （令和７年１２月２４日掲示済） 
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－36－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第１号 

令和８年における選挙人名簿の定時登録日を次のとおり変更する。 

令和８年１月５日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

定時登録日   変更前  令和８年３月１日 

変更後  令和８年３月２日 

 

（令和８年１月５日掲示済）  
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－37－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第２号 

令和７年における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、次のとおり公表する。 

令和８年１月５日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

（別紙省略） 

 （令和８年１月５日掲示済）  
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－38－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第３号 

令和７年における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、公表すべき閲覧がなかったことを公表する。 

令和８年１月５日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

 （令和８年１月５日掲示済） 
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－39－ 

和歌山市教育委員会告示第１号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和８年１月５日 

                                和歌山市教育委員会      

                                教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和８年１月８日（木） 午後１時３０分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）１２月定例市議会について 

（２）令和７年度和歌山市児童生徒文化奨励賞の受賞候補について 

（３）令和７年度和歌山市川端龍子賞等の受賞候補について 

（４）その他

（令和８年１月５日掲示済）  

 


